
  磐田市優良施工業者表彰要領 

 （目的） 

第１条 この要領は、磐田市が発注した工事を施工した工事成績が優秀な者を表彰するこ

とにより、その技術及び意欲の向上を図り、もって本市における工事の品質の向上及び

適正な施工に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 ⑴ 工事 建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第２条第１項に

定める建設工事をいう。 

 ⑵ 請負者 本市が発注した工事の請負人で法第２条第３項に定める建設業者であり、

かつ、法第２条第５項に定める元請負人をいう。 

 ⑶ 技術者 本市が発注した工事の法第２６条第１項に定める主任技術者又は法第２６

条第２項に定める監理技術者をいう。 

 ⑷ 請負者等 本市が発注した工事を施工した磐田市内に主たる営業所（法第３条第１

項に規定する本店に限る。）を有する請負者及び当該工事の技術者をいう。 

 ⑸ 完成検査 磐田市建設工事検査規程（平成１７年磐田市訓令第２９号）第２条第１

号に定める完成検査をいう。 

 ⑹ 工事成績評定点 磐田市土木工事成績評定基準又は磐田市建築・設備工事成績評定

基準に基づき評価した評定点をいう。 

 （表彰の区分） 

第３条 この要領による表彰（以下「表彰」という。）は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 優良請負者表彰 本市が発注した工事を優秀な成績で施工した請負者 

 ⑵ 優良技術者表彰 本市が発注した工事を優秀な成績で施工した技術者 

 ⑶ 特別表彰 その他市長が特に表彰する必要があると認めた請負者等 

 （表彰の方法） 

第４条 表彰は、市長が行い表彰状を授与する。 

２ 表彰には、副賞を添えることができる。 

３ 表彰は、毎年度 1回行う。ただし、特別表彰を行う場合は、この限りでない。 



 （表彰の基準等） 

第５条 表彰の審査の対象は、請負者等が施工した工事で、表彰年度の前年度に完成検査

が実施された工事実績が、次の各号のいずれかに該当したものとする。 

⑴ 請負契約金額が１３０万円を超える工事であり、かつ、工事の工事成績評定点が 

８４点以上のもの 

⑵ その他市長が必要と認めるもの 

２ 前項各号の規定にかかわらず、施工が特に他の建設業者の模範となると認められると

きは、当該請負者等に対して表彰を行うことができるものとする。 

 （欠格事項） 

第６条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該工事にか

かる請負者等に対し表彰を行わない。 

 ⑴ 表彰年度の前々年度から表彰の前日までに入札参加停止等を受けた請負者等又は受

けることが明らかな請負者等 

⑵ 表彰年度の前年度に完成検査を受けた工事のうち、工事成績評定点７４点以下の評

価を受けた請負者等 

 ⑶ 本市に関わる諸税、料金等の納付を滞納している請負者 

 ⑷ 表彰の対象となることを目的に関係者に働きかけを行った請負者等 

 ⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てをしてい

る請負者（更生手続開始の決定を受けている請負者を除く。） 

 ⑹ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしてい

る請負者（再生手続開始の決定を受けている請負者を除く。） 

 ⑺ その他表彰することが不適当と認められる請負者等 

 （委員会） 

第７条 表彰する請負者等を選考するため、磐田市建設事業審査委員会規程（平成１７年

磐田市訓令第１４号）において定める磐田市建設事業審査委員会（以下「委員会」とい

う。）に諮るものとする。 

２ 委員会は、被表彰候補者名簿（別記様式）から優良請負者及び優良技術者を選考する。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を出席させ、意見又は説明を聴くこ

とができる。 



 （優良技術者の認定） 

第８条 市長は、委員会の選考結果に基づき選考された優良技術者に対し表彰年度を含め

た３か年についての認定を行うものとする。 

 （認定の取り消し） 

第９条 前条の規定により優良技術者として認定された者が、その期間中に第６条第３号

若しくは第４号又は第７号に規定する欠格事項のいずれかに該当すると認められる場

合は、その認定を取り消すものとする。 

 （庶務） 

第１０条 委員会の庶務は、総務部において処理する。 

 （その他） 

第１１条 この要領の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度以降に検査を実施した工事

に対して適用する。平成２４年度以前に検査を実施した工事については、従前の要綱を適

用する。 

   附 則 

 この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 



 （経過措置） 

２ 改正後の磐田市優良施工業者表彰要領の規定は、平成３１年度に検査を実施した工事

から適用し、平成３０年度以前に検査を実施した工事については、なお従前の例による。 

附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和３年５月２０日から施行する。 


